
 

 

 

 
 
丸山町地区（以下「当地区」）は現在、 
市街化調整区域に指定され、原則として 
宅地化が制限されています。 
⼀⽅、名鉄北新川駅から８００ｍ圏内に 
位置し、さらに都市計画道路碧南⾼浜線が 
開通したことで、⽣活利便性も⾼まってい 
ます。 
こうしたなか、鉄道駅や地域コミュニティを 
中心としたまちなか居住を誘導するため、 
当地区において住居系主体の宅地化が図ら 
れるよう、⼟地利⽤の規制内容を変更します。 
 

 

 

 

 

                                                              

 

 

 

丸山町地区の区域 

◎変更の概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化
を図るため、都市計画区域を市街化区域と市
街化調整区域に区分するものです。 

⽤語の定義（都市計画法第 7 条） 

 
 

 

 

碧南市は全域が都市計画区域で、右図の
色のついた部分が「市街化区域」、無着色（白
色）の部分が「市街化調整区域」となって
います。 

市街化区域では、住宅地や⼯業地、商業
地などといった、めざす市街地像に合わせ
て「⽤途地域」が指定されています。右図
の色分けは、この⽤途地域の違いによるも
のです。 
 

 

 

当地区について、先述の理由により市街
化を促進するため、市街化調整区域から市
街化区域へ区域区分を変更します。また、
これに伴い、他の市街化区域と同様に⽤途
地域を指定します。 

 

 

 

市街化区域 すでに市街地を形成している区
域及びおおむね⼗年以内に優先
的かつ計画的に市街化を図るべ
き区域 

市街化調整区域 市街化を抑制すべき区域 

丸山町地区における都市計画法に基づく 

都市計画決定及びの変更（案）について 

変更の趣旨 

碧南市における区域区分の状況 碧南市都市計画
総括図 市街化調整区域 

（無着色の部分） 

[１] 区域区分の変更について 

区域区分とは 

原則として宅地化が制限され
る「市街化調整区域」から、
市街化を促進する「市街化区
域」に変更します。 

[１] 区域区分の変更 

市街化区域 
（色のついた部分） 

丸山町地区 

丸山町地区における区域区分の変更 

住居系主体の市街地形成に向
けて、環境を阻害する建築物
（⼯場・⾵俗施設など）の⽴
地を抑制するため、「⽤途地
域」を指定します。 

[２] 用途地域の指定 

安全で快適な市街地環境の創
出に向けて、主に地区内の道
路整備を確実に進めるため、
「地区計画」を定めます。 

[３] 地区計画の策定  ＋  ＋ 

丸山町地区 

丸山町地区：0.6ha 
（変更前＝市街化調整区域） 

拡大図 

碧南市都市計画
総括図 

高浜市 

準工業地域 

碧南市 

第一種住居地域 

高浜川 

高
浜
橋
 

区域区分のイメージ 



  

 

 
 

 

⽤途地域制度は、良好な市街地環境の形成や機能的な都市活動の確保を図るための制度で、建物を建て
る場合に守るべき最低限のルールとして、それぞれの⽤途ごとに建てられる建物の⽤途や容積率、建蔽率

けんぺいりつ

などの制限が定められています。 

⽤途地域は法制度上、以下の 13 種類があります。 

碧南市では、このうち第二種低層住居専⽤地域、田園住居地域を除く 11 種類
が指定されています。 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（※碧南市では指定なし） 

13 種類の⽤途地域のイメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

容積率とは、建物の各階の床⾯積の合計の敷地⾯積に対する割合（％で表します）のことをいいます。 

建蔽率とは、建物の建築⾯積（⽔平投影⾯積。普通は１階の⾯積）の敷地⾯積に対する割合（％で表し
ます）のことをいいます。 

「容積率」「建蔽率」ともに、地域ごとに最⾼限度が定められています。 

 

 

 

  

区   分 ⾯積 
(ha) 

⽐率 
(％) 

容積率 
(％) 

建蔽率 
(％) 

第⼀ 種 低 層住 居 専⽤ 地 域 75 3.5 100 60 

第⼀種中⾼層住居専⽤地域 266 12.6 150 
200 60 

第二種中⾼層住居専⽤地域 25 1.2 200 60 

第 ⼀ 種 住 居 地 域 493 23.3 200 60 

第 二 種 住 居 地 域 19 0.9 200 60 

準 住 居 地 域 33 1.6 200 60 

近 隣 商 業 地 域 111 5.2 200 
300 80 

商 業 地 域 18 0.9 400 80 

準 ⼯ 業 地 域 390 18.4 200 60 

⼯ 業 地 域 25 1.2 200 60 

⼯ 業 専 ⽤ 地 域 662 31.2 200 60 

総  計 2,117 100.0 － － 
 

[２] 用途地域の指定について 

用途地域とは 

容積率・建蔽率とは 

容積率・建蔽率の考え⽅ 

※ 

※ 



  

注：床面積が3,000 ㎡を超えるものは建てられません 

建物の高さを決める 

大切なクヌギの木は残

道路の位置と規模を決定する 

屋根や外壁の色を決め

建物の塀は生垣とする 

ここは商店街 

１階部分は店舗にする 

歩道を広くするために 

建物をセットバックする 

 

 

当地区の⽤途地域の選定にあたり、隣接地の⽤途地域の指定状況をみると、北側に隣接する⾼浜市域は
準⼯業地域となっていますが、⾼浜川をはさんだ南の碧南市域は第⼀種住居地域となっています。また、
当地区の現状は、駐⾞場、農地や空地等となっています。これらの状況を踏まえつつ、新たな住宅地の形
成をめざして、南側の碧南市域と同じ第⼀種住居地域を指定します。 

容積率及び建蔽率については、良好な住環境の形成並びに周辺環境との調和を図る観点から、市内の第
⼀種住居地域、及び⾼浜市側で隣接する準⼯業地域に適⽤された容積率 200％、建蔽率 60％を指定しま
す。 

 

変更前（現⾏）           変更後 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区計画とは、ある⼀定のまとまった地区を単位として、その地区におけるまちづくりの⽅針を定める
とともに、地区の特性に応じて、道路・公園などの地区施設の配置や建築物の⽤途・形態等の制限など必
要なものを定めて、まちづくりを進めていく手法です。 

●地区計画で定められるまちづくりのルール 
①地区施設（⽣活道路、⼩公園、 

広場、遊歩道など）の配置 
②建物の建て⽅や街並のルール 
（⽤途、容積率、建蔽率、⾼さ、 

敷地規模、セットバック、 
デザイン、⽣垣化 など） 

③保全すべき樹林地 

 
 

 

 

 

 

 

⽤途地域内の建築物の主な⽤途制限 

⽤途地域無 

0.6ha 
容積率 - ％
建蔽率 - ％ 

第⼀種住居地域 

0.6ha 
容積率 200％
建蔽率 60％ 

地区計画とは 

丸山町地区における用途地域の指定について 

第一種住居地域に建築できるもの 
[３] 地区計画の策定について 



  

地区整備計画図 

 

 

 

 

 

西三河都市計画丸山町地区計画の決定（碧南市決定）（案） 

 

西三河都市計画丸山町地区計画を次のように決定する。 

名   称 碧南市丸山町地区計画 

位   置 碧南市丸山町地内の一部 

面   積 約０．６ha 

地区計画の目標 

当地区は、碧南市北部に位置し名鉄三河線北新川駅に近接する交通の利便性に優れ

た地区である。 

地域生活のインフラとなる道路の整備を行うことにより、地域の住環境の形成を目

指す。 

区
域
の
整
備
方
針
・
開

発
及
び
保
全
の
方
針 

土地利用

の方針 

 一戸建て専用住宅、集合住宅、生活利便施設などを基本とした住環境形成の保全を

図る。 

地区施設

の整備の

方針 

都市計画道路碧南高浜線に接続する市道丸山１号線を整備し歩車分離することで円

滑な交通処理を図る。 

地
区
整
備
計
画 

地区施設

の配置及

び規模 

 

名 称 幅 員 延 長 配 置 

道 
 

路 

道路１号 １８ｍ 約４０ｍ 
計画図表示のとお

り 

道路２号 ５～１５ｍ 約２００ｍ 
計画図表示のとお

り 

備   考 

地区内の洪水浸水想定区域に建築物等を建築する場合は、想定浸水深を確認の上、

施設計画を検討すること。 

 

「区域及び地区施設の配置は、計画図表示のとおり」 

 

理由 

 当地区は、住居系市街地の誘導を図るため、地区計画を定めるものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地区計画の主な内容】 

都市計画道路碧南⾼浜線（道路１号）と市道丸山１号線（道路２号）を地区施設と定め、歩⾞分離をす

ることで円滑な交通処理を図ります。 
 

 

 

  （都市計画法：第５８条の２、政令：第３８条の４） 

地区計画の区域内で、⼟地の区画形質の変更、建築物の建築または⼯作物の建設、建築物等の⽤途の 

変更などの⾏為を⾏う場合には、当該⾏為に着手する３０⽇前までに、その⾏為の内容等について市⻑

への届出が必要となります。（通常の管理⾏為は届出の必要はありません。） 

届出先は碧南市役所建設部都市計画課になりますので、該当の⾏為を⾏う予定のある⽅は事前にご相談

ください。 
 

 

 

 

丸山町地区の地区計画（案） 

地区計画内の届出について 

丸山町地区における地区計画の策定について 

道路２号 


